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障害種別にかかわらず 
障害福祉サービス等共通の事項を規定 

難病 

各障害の定義や 
措置について規定  

対象者の拡大 

・身体障害・知的障害(支援費当初) 

・精神障害 
・発達障害 
・高次脳機能障害 

・難病 

対象者の整理 

成人は総合支援法。 
障害児は児童福祉法。 
ただし、居宅介護・短期入所など

一部は児童でも総合支援法。 

安定的な財源の確保 

 国     1/2 
 都道府県  1/4 
 市町村   1/4 
  cf . 地域生活支援事業 

利用者負担 

◎原則 1割負担。ただし、 
・応能負担である。 

 ・上限額がある。 
 ⇒9割の利用者は 0円負担。 

※当初の応益負担（定率負担）は 

違憲訴訟→和解により廃止。 

 cf. 介護保険 

実施主体 

市町村。 
 ・計画的な社会資源整備 
 ・介護給付費等の支給決定 
 ・地域の実情に応じた事業の企画・実施（地活） 
 
都道府県は市町村をバックアップ。 
 ・制度の周知・照会対応 
 ・サービス提供事業者の指定(認可)、監査 
 ・介護給付費不服審査会     など 
ただし、一部の事業については都道府県が実施。 
 ・(児)入所 ・育成医療 ・精神通院医療 

障害者総合支援法の組合せ  サービスは組み合わせて利用できる。 
 
 
 
 
 
 
 住まい 

・施設入所支援 (・自宅) 
・共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 
・自立訓練(宿泊型自立訓練) 
・短期入所 

日中活動 

・療養介護 
・生活介護 
・自立訓練(機能訓練,生活訓練) 
・就労移行支援 
・就労継続支援（A型、B型） 
・地域活動支援センター 
  （Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型） 

相談支援 

 ・特定相談支援（計画相談支援）  地域相談支援・地域移行支援 
    ・地域定着支援  

訪問系サービス 

 ・居宅介護(身体介護,家事援助, 
通院等介助,通院等乗降介助) 

 ・移動支援 
 ・重度訪問介護 
 ・同行援護 ・行動援護 
 ・重度障害者等包括支援 
 

児童福祉法の組合せ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ※児の居宅介護等の利用は総合支援法 

相談支援 

 ・障害児相談支援（児の計画相談支援） 

障害児通所支援 

 ・児童発達支援 
 ・医療型児童発達支援 
 ・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
・保育所等訪問支援 

障害児入所支援 

 ・福祉型障害児入所支援 
 ・医療型障害児入所支援 

障害者総合支援法のポイント 

作成：植村（障害者福祉課）26.07.09 

 
障害福祉サービス + 地域生活支援事業(枠なし) 

 


